
参考４

厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等

及び単位数
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参考４

� 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 �

改 正 後 改 正 前

別表第一 別表第一

１ 感染対策指導管理（１日につき） ６単位 １ 感染対策指導管理（１日につき） ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介

護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービ

ス基準」という。）第142条第１項に規定する指定短期入所療

養介護事業所をいい、介護老人保健施設、介護医療院及び指定

居宅サービス基準附則第５条第３項により読み替えられた指定

居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所であるも

のを除く。以下この表において同じ。）又は指定介護予防短期

入所療養介護事業所（指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省

令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。）第187条

第１項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい

、介護老人保健施設、介護医療院及び介護予防サービス基準附

則第５条第３項により読み替えられた介護予防サービス基準第

189条に規定する基準適合診療所であるものを除く。以下この

表において同じ。）において、常時感染防止対策を行う場合に

、指定短期入所療養介護（指定居宅サービス基準第141条に規

定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）又は介護予

防指定短期入所療養介護（介護予防サービス基準第186条に規

定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）を

受けている利用者について、所定単位数を算定する。

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介

護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービ

ス基準」という。）第142条第１項に規定する指定短期入所療

養介護事業所をいい、介護老人保健施設、介護医療院及び指定

居宅サービス基準附則第５条第３項により読み替えられた指定

居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所であるも

のを除く。以下この表において同じ。）、指定介護療養型医療

施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83

号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法（

平成９年法律第123号。以下「平成18年旧介護保険法」という

。）第48条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設を

いう。以下同じ。）又は指定介護予防短期入所療養介護事業所

（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「介

護予防サービス基準」という。）第187条第１項に規定する指

定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設

、介護医療院及び介護予防サービス基準附則第５条第３項によ

り読み替えられた介護予防サービス基準第189条に規定する基

準適合診療所であるものを除く。以下この表において同じ。）

において、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療養

介護（指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所

療養介護をいう。以下同じ。）、指定介護療養施設サービス（

平成18年旧介護保険法第48条第１項第３号に規定する指定介護
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療養施設サービスをいう。以下同じ。）又は介護予防指定短期

入所療養介護（介護予防サービス基準第186条に規定する指定

介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）を受けている

利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する。

２ 褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理（１日につき） ６単位 ２ 褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理（１日につき） ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介

護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、

常時褥
じよく

瘡
そ う

対策を行う場合に、指定短期入所療養介護又は指定

介護予防短期入所療養介護を受けている利用者（日常生活の自

立度が低い者に限る。）について、所定単位数を算定する。

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介

護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所

療養介護事業所において、常時褥
じよく

瘡
そ う

対策を行う場合に、指定

短期入所療養介護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予

防短期入所療養介護を受けている利用者又は入院患者（日常生

活の自立度が低い者に限る。）について、所定単位数を算定す

る。

３ 削除 ３ 初期入院診療管理 250単位

注 指定介護療養型医療施設において、別に厚生労働大臣が定め

る基準に従い、入院患者に対して、その入院に際して医師が必

要な診察、検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行っ

た場合に、入院中１回（診療方針に重要な変更があった場合に

あっては、２回）を限度として所定単位数を算定する。

４ （略） ４ （略）

５ 特定施設管理（１日につき） 250単位 ５ 特定施設管理（１日につき） 250単位

注１ 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療

養介護事業所において、後天性免疫不全症候群の病原体に感

染している利用者に対して、指定短期入所療養介護又は指定

介護予防短期入所療養介護を行う場合に、所定単位数を算定

する。

注１ 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又

は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、後天性免

疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に

対して、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟

（健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険

法施行令（平成10年政令第412号）第４条第２項に規定する

病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）において行

われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性

認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）又は指
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定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟に

おいて行われるものを除く。）を行う場合に、所定単位数を

算定する。

２ 個室又は２人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原

体に感染している利用者に対して、指定短期入所療養介護又

は指定介護予防短期入所療養介護を行う場合は、所定単位数

に個室の場合にあっては１日につき300単位、２人部屋の場

合にあっては１日につき150単位を加算する。

２ 個室又は２人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原

体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入

所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるも

のを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾

患療養病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予

防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行

われるものを除く。）を行う場合は、所定単位数に個室の場

合にあっては１日につき300単位、２人部屋の場合にあって

は１日につき150単位を加算する。

６ 重症皮膚潰瘍
か い よ う

管理指導（１日につき） 18単位 ６ 重症皮膚潰瘍
か い よ う

管理指導（１日につき） 18単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て、厚生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。

以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法

であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労

働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報

が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法による届

出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用そ

の他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する

方法」という。）により、都道府県知事（地方自治法（昭和22

年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都

市」という。）及び同法第252条の22第１項の中核市（以下「

中核市」という。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。

以下同じ。）に対し、厚生労働省老健局長（以下「老健局長」

という。）が定める様式による届出を行った指定短期入所療養

介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において

、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護を

受けている利用者であって重症皮膚潰瘍
か い よ う

を有しているものに対

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条

の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法

第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という。）にあ

っては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）に届け出た

指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指

定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療

養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除

く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病

棟において行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所

療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを

除く。）を受けている利用者又は入院患者であって重症皮膚

潰瘍
か い よ う

を有しているものに対して、計画的な医学的管理を継続し

て行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、所定単位数

を算定する。
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して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要

な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。

７ 薬剤管理指導 350単位 ７ 薬剤管理指導 350単位

注１ 指定短期入所療養介護事業所設又は指定介護予防短期入所

療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基

準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する

方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式に

よる届出を行ったものにおいて、指定短期入所療養介護又は

指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者に対して

、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週１回

に限り、月に４回を限度として所定単位数を算定する。

注１ 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又

は指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生

労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府

県知事に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護（老

人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、

指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟にお

いて行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養

介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除

く。）を受けている利用者又は入院患者に対して、投薬又は

注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週１回に限り、月

に４回を限度として所定単位数を算定する。

２ （略） ２ （略）

８ 医学情報提供

イ 医学情報提供(Ⅰ) 220単位

ロ 医学情報提供(Ⅱ) 290単位

８ 医学情報提供

イ 医学情報提供(Ⅰ) 220単位

ロ 医学情報提供(Ⅱ) 290単位

注１ イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所

若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期

入所療養介護若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受け

ている利用者の退所時に、診療に基づき、別の診療所での診

療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者の同意を

得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者

の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事

業所若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定

短期入所療養介護若しくは指定介護予防短期入所療養介護を

受けている利用者の退所時に、診療に基づき、別の病院での

診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者の同意を

得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者

の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。

注１ イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所

、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療

養介護事業所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患

療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施

設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるも

のを除く。）若しくは指定介護予防短期入所療養介護（老人

性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受

けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に

、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診

療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、

当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて

当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院で

ある指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設
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若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期

入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われる

ものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知症

疾患療養病棟において行われるものを除く。）若しくは指定

介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟にお

いて行われるものを除く。）を受けている利用者若しくは入

院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、別の病院

での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者若し

くは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の

診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の

紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。

２ ロについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所

若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期

入所療養介護若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受け

ている利用者の退所時に、診療に基づき、病院での診療の必

要を認め、病院に対して、当該利用者の同意を得て、当該利

用者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者の紹介を行っ

た場合又は病院である指定短期入所療養介護事業所若しくは

指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養

介護若しくは指定介護予防短期入所療養介護を受けている利

用者の退所時に、診療に基づき、診療所での診療の必要を認

め、診療所に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者

の診療状況を示す文書を添えて当該利用者の紹介を行った場

合に所定単位数を算定する。

２ ロについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所

、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療

養介護事業所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患

療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施

設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるも

のを除く。）若しくは指定介護予防短期入所療養介護（老人

性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受

けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に

、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して

、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若

しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若

しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院である指定短期

入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設若しくは指定

介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護

（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。

）、指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟

において行われるものを除く。）若しくは指定介護予防短期

入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われる

ものを除く。）を受けている利用者若しくは入院患者の退所

時若しくは退院時に、診療に基づき、診療所での診療の必要
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を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同

意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文

書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合

に所定単位数を算定する。

９ 理学療法（１回につき）

イ 理学療法(Ⅰ) 123単位

ロ 理学療法(Ⅱ) 73単位

９ 理学療法（１回につき）

イ 理学療法(Ⅰ) 123単位

ロ 理学療法(Ⅱ) 73単位

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出

を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期

入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護又は指

定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者に対して、

理学療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、ロに

ついては、それ以外の指定短期入所療養介護事業所又は指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療

養介護又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用

者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する。

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療

養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短

期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護（老

人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、

指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟にお

いて行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養

介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除

く。）を受けている利用者又は入院患者に対して、理学療法

を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、ロについては

、それ以外の指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型

医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において

、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟におい

て行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老

人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）又

は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病

棟において行われるものを除く。）を受けている利用者又は

入院患者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する

。

２ 理学療法については、利用者１人につき１日３回（作業療

法及び言語聴覚療法と併せて１日４回）に限り算定するもの

とし、その利用を開始した日から起算して４月を超えた期間

において、１月に合計11回以上行った場合は、11回目以降の

ものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数

２ 理学療法については、利用者又は入院患者１人につき１日

３回（作業療法及び言語聴覚療法と併せて１日４回）に限り

算定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算

して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行った

場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分
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を算定する。 の70に相当する単位数を算定する。

３ 理学療法(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届

出を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短

期入所療養介護事業所において、医師、看護師、理学療法士

等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビ

リテーション計画に基づき理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法

を行った場合に、利用者が理学療法を必要とする状態の原因

となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院

、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又

は介護保険法（以下「法」という。）第27条第１項に基づく

要介護認定若しくは法第32条第１項に基づく要支援認定を受

けた日から初めて利用した月に限り、１月に１回を限度とし

て所定単位数に480単位を加算する。ただし、作業療法の注

３の規定により加算する場合はこの限りでない。

３ 理学療法(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所

療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所に

おいて、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテ

ーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づ

き理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、利用者

が理学療法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等

のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保

険施設を退院若しくは退所した日又は介護保険法（以下「法

」という。）第27条第１項に基づく要介護認定若しくは法第

32条第１項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用し

た月に限り、１月に１回を限度として所定単位数に480単位

を加算する。ただし、作業療法の注３の規定により加算する

場合はこの限りでない。

４ （略） ４ （略）

５ 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入

所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所

において、専従する常勤の理学療法士を２名以上配置し、理

学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、１回につき

35単位を所定単位数に加算する。

５ 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又

は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する

常勤の理学療法士を２名以上配置し、理学療法(Ⅰ)を算定すべ

き理学療法を行った場合に、１回につき35単位を所定単位数

に加算する。

10 作業療法（１回につき） 123単位 10 作業療法（１回につき） 123単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短

期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事

業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期

入所療養介護を受けている利用者に対して、作業療法を個別

に行った場合に、所定単位数を算定する。

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、

指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護

事業所において、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患

療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施

設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるも

のを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認
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知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受けて

いる利用者又は入院患者に対して、作業療法を個別に行った

場合に、所定単位数を算定する。

２ 作業療法については、利用者１人につき１日３回（理学療

法及び言語聴覚療法と合わせて１日４回）に限り算定するも

のとし、その利用を開始した日から起算して４月を超えた期

間において、１月に合計11回以上行った場合は、11回目以降

のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位

数を算定する。

２ 作業療法については、利用者又は入院患者１人につき１日

３回（理学療法及び言語聴覚療法と合わせて１日４回）に限

り算定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起

算して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行っ

た場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100

分の70に相当する単位数を算定する。

３ 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出

を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期

入所療養介護事業所において、医師、看護師、作業療法士等

が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリ

テーション計画に基づき作業療法を算定すべき作業療法を行

った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の原因とな

った疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、診

療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法

第27条第１項に基づく要介護認定若しくは法第32条第１項に

基づく要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、

１月に１回を限度として所定単位数に480単位を加算する。

ただし、理学療法の注３の規定により加算する場合はこの限

りでない。

３ 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療

養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所にお

いて、医師、看護師、作業療法士等が共同してリハビリテー

ション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき

作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、利用者が作

業療法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のた

めに入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施

設を退院若しくは退所した日又は法第27条第１項に基づく要

介護認定若しくは法第32条第１項に基づく要支援認定を受け

た日から初めて利用した月に限り、１月に１回を限度として

所定単位数に480単位を加算する。ただし、理学療法の注３

の規定により加算する場合はこの限りでない。

４ （略） ４ （略）

５ 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入

所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所

において、専従する常勤の作業療法士を２名以上配置して作

業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、１回につき35

単位を所定単位数に加算する。

５ 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又

は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する

常勤の作業療法士を２名以上配置して作業療法を算定すべき

作業療法を行った場合に、１回につき35単位を所定単位数に

加算する。
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11 言語聴覚療法（１回につき） 203単位 11 言語聴覚療法（１回につき） 203単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短

期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事

業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期

入所療養介護を受けている利用者に対して、言語聴覚療法を

個別に行った場合に、所定単位数を算定する。

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、

指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護

事業所において、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患

療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施

設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるも

のを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認

知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受けて

いる利用者又は入院患者に対して、言語聴覚療法を個別に行

った場合に、所定単位数を算定する。

２ 言語聴覚療法については、利用者１人につき１日３回（理

学療法及び作業療法と併せて１日４回）に限り算定するもの

とし、その利用を開始した日から起算して４月を超えた期間

において、１月に合計11回以上行った場合は、11回目以降の

ものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数

を算定する。

２ 言語聴覚療法については、利用者又は入院患者１人につき

１日３回（理学療法及び作業療法と併せて１日４回）に限り

算定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算

して４月を超えた期間において、１月に合計11回以上行った

場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分

の70に相当する単位数を算定する。

３ 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療

養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚士を２名以

上配置して言語聴覚療法を行った場合に、１回につき35単位

を所定単位数に加算する。

３ 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又

は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する

常勤の言語聴覚士を２名以上配置して言語聴覚療法を行った

場合に、１回につき35単位を所定単位数に加算する。

12 集団コミュニケーション療法（１回につき） 50単位 12 集団コミュニケーション療法（１回につき） 50単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短

期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事

業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期

入所療養介護を受けている利用者に対して、集団コミュニケ

ーション療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、

指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護

事業所において、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患

療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施

設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるも

のを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認

知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受けて

いる利用者又は入院患者に対して、集団コミュニケーション
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療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

２ 集団コミュニケーション療法については、利用者１人につ

き１日３回に限り算定するものとする。

２ 集団コミュニケーション療法については、利用者又は入院

患者１人につき１日３回に限り算定するものとする。

13 摂食機能療法（１日につき） 208単位 13 摂食機能療法（１日につき） 208単位

注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養

介護事業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防

短期入所療養介護を受けている利用者であって摂食機能障害を

有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場合に、

１月に４回を限度として所定単位数を算定する。

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は

指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所

療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを

除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養

病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入

所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるもの

を除く。）を受けている利用者又は入院患者であって摂食機能

障害を有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場

合に、１月に４回を限度として所定単位数を算定する。

14 削除 14 短期集中リハビリテーション（１日につき） 240単位

注 指定介護療養型医療施設において、指定介護療養施設サービ

ス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。

）を受けている入院患者に対して、医師又は医師の指示を受け

た理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入院した日

から起算して３月以内の期間に集中的に理学療法、作業療法、

言語聴覚療法又は摂食機能療法を行った場合に、所定単位数を

算定する。ただし、理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂

食機能療法を算定する場合は、算定しない。

15 削除 15 認知症短期集中リハビリテーション（１日につき） 240単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、

指定介護療養施設サービスを受けている入院患者のうち、認知

症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションに

よって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して

、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士が、その入院した日から起算して３月以内の期間
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に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、１週に

３日を限度として所定単位数を算定する。

16 精神科作業療法（１日につき） 220単位 16 精神科作業療法（１日につき） 220単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所

療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所にお

いて、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介

護を受けている利用者に対して、精神科作業療法を行った場合

に、所定単位数を算定する。

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定

介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所

において、指定短期入所療養介護、指定介護療養施設サービス

又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入

院患者に対して、精神科作業療法を行った場合に、所定単位数

を算定する。

17 認知症老人入院精神療法（１週間につき） 330単位 17 認知症老人入院精神療法（１週間につき） 330単位

注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養

介護事業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防

短期入所療養介護を受けている利用者に対して、認知症老人入

院精神療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は

指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所

療養介護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予防短期入

所療養介護を受けている利用者又は入院患者に対して、認知症

老人入院精神療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

別表第二 別表第二

１ 感染対策指導管理（１日につき） ６単位 １ 感染対策指導管理（１日につき） ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、かつ、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事にあっては、指定

都市又は中核市の市長。以下同じ。）に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所（指定

居宅サービス基準第142条第１項に規定する指定短期入所療養

介護事業所をいい、介護老人保健施設、病院及び診療所である

ものを除く。以下この表において同じ。）、介護医療院又は指

定介護予防短期入所療養介護事業所（介護予防サービス基準第

187条第１項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所

をいい、介護老人保健施設、病院及び診療所であるものを除く

。以下この表において同じ。）において、常時感染防止対策を

行う場合に、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス（法

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、かつ、厚生労働省

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と

届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該

電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるも

の（やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことが

できない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方

法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。

）により、都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）

第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）

及び同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という
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第48条第１項第３号に規定する介護医療院サービスをいう。以

下同じ。）又は介護予防指定短期入所療養介護を受けている利

用者又は入所者について、所定単位数を算定する。

。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）に

対し、厚生労働省老健局長（以下「老健局長」という。）が定

める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所（指

定居宅サービス基準第142条第１項に規定する指定短期入所療

養介護事業所をいい、介護老人保健施設、病院、診療所及び老

人性認知症疾患療養病棟であるものを除く。以下この表におい

て同じ。）、介護医療院又は指定介護予防短期入所療養介護事

業所（介護予防サービス基準第187条第１項に規定する指定介

護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、病

院、診療所及び老人性認知症疾患療養病棟であるものを除く。

以下この表において同じ。）において、常時感染防止対策を行

う場合に、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス（介護

保険法第48条第１項第３号に規定する介護医療院サービスをい

う。以下同じ。）又は介護予防指定短期入所療養介護を受けて

いる利用者又は入所者について、所定単位数を算定する。

２ 褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理

イ 褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理(Ⅰ) ６単位

ロ 褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理(Ⅱ) 10単位

２ 褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理

イ 褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理(Ⅰ) ６単位

ロ 褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理(Ⅱ) 10単位

注１ （略） 注１ （略）

２ ロについては、褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理(Ⅰ)に係る別に厚生労働

大臣が定める基準を満たす介護医療院において、入所者ごと

の褥
じよく

瘡
そ う

対策等に係る情報を厚生労働省に提出し、褥
じよく

瘡
そ う

対策

の実施に当たって、当該情報その他褥
じよく

瘡
そ う

対策の適切かつ有

効な実施のために必要な情報を活用し、かつ、施設入所時に

褥
じよく

瘡
そ う

が認められた入所者について当該褥
じよく

瘡
そ う

が治癒した場合

又は施設入所時に褥
じよく

瘡
そ う

が発生するリスクがあるとされた入

所者について褥
じよく

瘡
そ う

の発生のない場合に、１月につき所定単

位数を算定する。

２ ロについては、褥
じよく

瘡
そ う

対策指導管理(Ⅰ)に係る別に厚生労働

大臣が定める基準を満たす介護医療院において、入所者ごと

の褥
じよく

瘡
そ う

対策等に係る情報を厚生労働省に提出し、褥
じよく

瘡
そ う

対策

の実施に当たって、当該情報その他褥
じよく

瘡
そ う

対策の適切かつ有

効な実施のために必要な情報を活用し、かつ、施設入所時に

褥
じよく

瘡
そ う

が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥
じよく

瘡
そ う

の発生のない場合に、１月につき所定単位数を算定する。

３～８ （略） ３～８ （略）

９ 理学療法（１回につき）

イ 理学療法(Ⅰ) 123単位

９ 理学療法（１回につき）

イ 理学療法(Ⅰ) 123単位
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ロ 理学療法(Ⅱ) 73単位 ロ 理学療法(Ⅱ) 73単位

注１～５ （略） 注１～５ （略）

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計

画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーショ

ンの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合

は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算

する。ただし、作業療法の注６又は言語聴覚療法の注４の規

定により加算する場合はこの限りでない。

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実

施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー

ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーショ

ンの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している

場合は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を

加算する。ただし、作業療法の注６又は言語聴覚療法の注４

の規定により加算する場合はこの限りでない。

７ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院にお

いて、リハビリテーションを行った場合に、１月に１回を限

度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、作業療法

の注７又は言語聴覚療法の注５の規定により加算する場合は

この限りでない。

イ 口腔
く う

衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算

定していること。

ロ 注６を算定していること。

ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その

他の職種の者（ニにおいて「関係職種」という。）が、リ

ハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテー

ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者

の口腔
く う

の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関

する情報を相互に共有すること。

ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテー

ション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、

関係職種の間で共有していること。

（新設）

10 作業療法（１回につき） 123単位 10 作業療法（１回につき） 123単位

注１～５ （略） 注１～５ （略）
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６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計

画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーショ

ンの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合

は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算

する。ただし、理学療法の注６又は言語聴覚療法の注４の規

定により加算する場合はこの限りでない。

６ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実

施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー

ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーショ

ンの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している

場合は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を

加算する。ただし、理学療法の注６又は言語聴覚療法の注４

の規定により加算する場合はこの限りでない。

７ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院にお

いて、リハビリテーションを行った場合に、１月に１回を限

度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、理学療法

の注７又は言語聴覚療法の注５の規定により加算する場合は

この限りでない。

イ 口腔
く う

衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算

定していること。

ロ 注６を算定していること。

ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その

他の職種の者（ニにおいて「関係職種」という。）が、リ

ハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテー

ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者

の口腔
く う

の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関

する情報を相互に共有すること。

ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテー

ション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係

職種の間で共有していること。

（新設）

11 言語聴覚療法（１回につき） 203単位 11 言語聴覚療法（１回につき） 203単位

注１～３ （略） 注１～３ （略）

４ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計

画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーショ

４ 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実

施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー
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ンの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合

は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を加算

する。ただし、理学療法の注６又は作業療法の注６の規定に

より加算する場合はこの限りでない。

ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーショ

ンの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している

場合は、１月につき１回を限度として所定単位数に33単位を

加算する。ただし、理学療法又は作業療法の注６の規定によ

り加算する場合はこの限りでない。

５ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院にお

いて、リハビリテーションを行った場合に、１月に１回を限

度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、理学療法

の注７又は作業療法の注７の規定により加算する場合はこの

限りでない。

イ 口腔
く う

衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算

定していること。

ロ 注４を算定していること。

ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その

他の職種の者（ニにおいて「関係職種」という。）が、リ

ハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテー

ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者

の口腔
く う

の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関

する情報を相互に共有すること。

ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテー

ション計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、

関係職種の間で共有していること。

（新設）

12～17 （略） 12～17 （略）
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